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穐山 守夫（Morio AKIYAMA）

教育の機会均等
Equal opportunity for education

はじめに
教育の機会均等概念は、あいまいな概念で

あり、その解釈は多様である。それは個人的
概念なのか集団的概念か問題になるし、また
形式的な教育の機会の平等（アクセスの平等）
なのか、教育の結果の平等なのか、それとも
その中間の教育の出発点における平等なのか
問題になる。教育の機会の平等とみても、全
く結果の可能性のない機会の平等では意味が
ないので、その機会は結果と関連性を有する
必要があるが、高度の結果発生の可能性があ
ると、その機会の平等は結果の平等に接近す
るからどの程度の結果実現性が必要か問題に
なる。単に法的・制度的に教育の機会へのア
クセスに障害がなければ、教育の機会の平等
が充足されるとするならば、生徒を同様に扱
うことができるが、実質的な教育の機会の平
等が要請されるとすると、異なった境涯にあ
る生徒の異なったニーズに応じたどのような
異なった取り扱いをするべきか問題になる。
これと関連して教育の機会の平等は、教育に
関する不平等を是正する補償的措置も含むか
問われる。補償的措置を実施する場合、支配
的文化に同化させる恐れがあり、女性やマイ
ノリティのアイデンティティーや自尊心を尊
重する必要があるので、女性等の参加論が問
題になる。さらに教育の機会の平等を新自由
主義的に把握するか平等的な自由主義的に把
握するか問題になるし、また功利主義的に把

握するか問題になる。したがってその内容を
明確化する必要がある。そこでまずアメリカ
における教育の機会の平等について検討し、
次にそれを踏まえて日本における教育の機会
均等を憲法26条（教育を受ける権利）との関
係で検討する。特に学校選択の自由との関係
が問題になる。

一　アメリカにおける教育の機会均等　
１　 教育の機会均等に関する合衆国最高裁判

決と政府の政策の展開（１）
アメリカにおいては、教育の機会の平等は、

一般的に機会の均等の一環とみられている。
機会の均等は個人に機会が平等に開かれてお
り、どの機会を利用するかは個人の選択の問
題になる。ところが、教育の機会均等の場合、
その選択は、普通教育が保障されたうえで初
めて有効に行使される（２）。

このような教育の機会の平等を促進する合
衆国の教育政策が20世紀から積極的に展開さ
れた。1954年の有名なブラウン対教育委員会
事件判決（Brown v. Board of Education of 
Topeca,Kansasu,347 U.S.483）は、たとえ教
育諸条件が平等であっても、隔離された子ど
も（黒人の子ども）たちに劣等感などを与え、
それによる学習意欲の減退をもたらし、その
結果その精神的発達の遅滞などの教育上の利
益に悪影響を与え、平等な教育機会を奪うと
して、人種隔離教育制度を合衆国憲法修正14
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条に違反するとした。この判決により学校に
おける人種統合に拍車がかかった。1968年の
グリーン判決（Green v .County School  Board 
of New Kent .County,391 U.S.430）は、ブラ
ウン判決は、法による人種隔離のとどまらず、

「人種的に特定しうる学校」をなくすことを
求めているとし、「一元的な人種隔離されて
いない学校システム」を構築するために即座
に実効性ある共学化に取り組むことを要求し
た。これを受けて裁判所は、州政府や学校行
政区などの公的機関の行為が居住と学校の人
種隔離を促進していると認定して、「学校区
全体」に及ぶが「生徒のバス通学を含む是正
策」を示した。1971年のスワン判決（Swann 
v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 
402 U.S.1）は、人種隔離な顕著なメトロポリ
タン地域における人種隔離廃止のためバス通
学を認め、人種的に中立的な通学区の境界線
を引くという是正策では不十分であり、「人
種のバランス」又は「割当制」を是正策とし
て用いることができるとした。1977年のミリ
ケンⅡ（Milliken v. Bradley Ⅱ ,433 U.S.267）
は、全員一致で州政府に憲法違反があれば地
方裁判所は学校行政区を越える人種隔離是正
策を求めことができるとした。このような最
高裁判例に呼応して、教育の機会の平等を侵
害されてきた集団等のために多数の訴訟が起
こされ、当初の教育政策は人種差別に焦点が
合わされていたが、その後の政策は障害・言
語・ジェンダーといった黒人差別以外の差別
要因をも対象にしていった。教育の不均等を
是正するバイリンガル教育法（1968年）・改
正教育法（1972年）・全障害児教育法（1974年、

［個別障害児教育法［1990年］）等の立法が制
定されたり、それを是正する社会・教育プロ
グラムが実施されたりした。このように教育
の機会の平等は拡充されてきた。

ところが1974年のミリケンⅠ（Milliken v. 
Bradley Ⅰ,418  U.S.717）では、最高裁は、
黒人の居住者が圧倒的多数を占めるデトロイ
ト市内だけの是正策では人種隔離廃止を達成

できないとして周辺の53の学校行政区を含む
是正プランを命じた下級審判決を覆した。同
年の教育修正法（初冬中等教育法の修正）は、
連邦議会は人種の不均衡是正のための人種隔
離廃止策に反対して人種隔離廃止のためのバ
ス通学への連邦予算の支出を禁止したのみな
らず通学区の境界線が人種隔離維持を「意図」
したものでない限り、裁判所はその境界線を
変更できないとした。1975年秋、連邦議会は、
人種隔離廃止をしない学校行政区に対して連
邦援助資金を差し止めることによって人種隔
離廃止を促進できる保健教育福祉省の権限を
同省から剥奪した。こうした趨勢の中で1991
年のオクラホマ判決（Board of Education of 
Oklahoma City Public School v. Dowell,498 
U.S.237 は、学校行政区に人種が特定できる
学校があったとしても①相当な期間裁判所の
命令に従ってきたこと②過去の人種差別的な
措置に戻らないと予想できること③過去の人
種差別を現実的だと認められる範囲で除去し
てきたこと、の三条件が充足されれば一元的
学校システムと認定して、裁判所の監督から
免除されうるとした。長官のレンキンスト判
事は、裁判所の監督は一時的措置であり、「居
住パターンの変化」による人種の不均衡を是
正する義務を学校行政区が永久に負うわけで
はないとした。これに続いた1992年のフリー
マン判決（Freeman v. Pitts 503 U.S.467）は、
上記の三条件は全部ではなく一部充足されて
いれば足りるとし、裁判所は違憲行為による
人種不均衡の場合には介入できるが、私人の
私的選択による居住隔離による学校の人種不
均衡に対して学校に人種均衡を命ずる憲法上
の権限はないとした。更に1995年のミズーリ
判 決（Missouri v. Jenkins、515U.S.70） は、
カンザス・シティのメトロポリタン学校行政
区の学力較差を埋める補償教育プログラムが
未だ学力格差を埋めていないので、過去の差
別の結果である学力格差を是正する義務が当
該学校区のあるとして、原告がその存続を求
めたが、当該学校区と州のコントロールの及
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ばない無数の要因がマイノリティ児童の学力
に影響しているとしてその訴えを退けた。こ
れを受けて多くの連邦地方裁判所が学校行政
区に対する裁判所の監督を解除した。この判
例の流れを受けて、1995年にコロラド州デン
バーは、「一元的システム」が達成されたと
して裁判所の監督が解除されたときに共学化
のためのバス通学を禁止する州憲法の条項が
適用され、学校の人種再隔離が進行した。ま
たアーカンソー州リトルロックでは、1988年
に2001年から裁判所の監督が解除されること
に決まり、白人が８割以上にならないという
条件で学校行政区に生徒の割り振り権限を戻
し、最寄りの学校に通学するシステムを採用
することが認められたが、その際学力格差縮
小の要請は外された。2007年のPIS判決（Par-
ents Involved in Community Schools v. 
Seattle School District No.1,551U.S.701）では、
ワシントン州シアトル第一学校区が生徒の選
択した公立高校で第一志望が当該学校の定員
を超えた場合、当該学校においてシアトルの
全生徒の人種構成を反映した白人４割、非白
人６割の割合で配分する方式を採用していた
が、この方式に白人保護者が異議を申し立て
たところ、最高裁は人種を意識した割り振り
は不当な負担を課すものであり、教育委員会
は人種的に中立でなければならないという白
人保護者の主張を認容した。こうして学校の
人種隔離廃止の流れは後退した。

補償的措置としての高等教育におけるア
ファーマティブ・アクションについては、
1978年のバッキー判決（Regents of the Uni-
ver sity of California v. Bakke,438 U.S.265）
は、白人男性アラン・バッキーが白人だとい
うことでマイノリティを優遇する特別方式か
ら排除され不合格になったとして提訴した事
件で、厳格な基準を適用して特別方式を違法
として彼の入学を認めた。もっとも最高裁は
入学者選抜人種を考慮することは違憲でない
という見解を示した。パウエル判事は多様性
を確保するために割当制は認められないが、

ハーバード方式のような人種を考慮するが、
一定数を確保しない限定的な黒人等を特に重
視して、方式は認められるとした。この基準
が以後の審査基準となり、グルッター判決

（Grutter v.Bollinger,539U.S.306）は、ミシン
ガン大学のロースクールが「決定的に意味の
ある人数の黒人等のマイノリティ」を入学さ
せる方針をとっていたが、この場合の人種の
考慮は単に「プラスとなりうる要素」に過ぎ
ないので、違憲でないとした。もっとも同年
のグラッツ判決（Gratz v. Bollinger, 539U.S. 
244）は、学芸学部の入学選抜試験において
150点満点で100点以上が入学最低基準である
が、黒人等のマイノリティに20点加算する方
式を人種の要素が決定的に入学に影響するの
で「限定的な方式」とは認められず、違憲と
した。
２　コールマンマン報告

人種統合学校の導入との関係でコールマン
マン報告（教育の機会の平等、Equality of 
Edu ca tional Opportunity（1966） は 重 要 で
ある。同報告は人種間の学力格差が家庭の文
化的背景と人種分離学校により固定されてい
ることを実証した。この報告の中で学力格差
是正策として人種統合学校の導入が提言され
た（Coleman et al,1966）。後年、コールマン
は統合学校の基本設計を「人種が異なるゆえ
に多様である子どもたちが、互いに他の子ど
もにとって学習の資源になるようにするこ
と」と定式化した（Coleman et al,1975：126）。
この定式化の下では統合学校は白人の子ども
と黒人の子ども双方にとって学習上プラスに
なると想定されているが、コールマン報告は、
実際上は黒人の子どもが、白人の子どもの足
を引っ張り、白人の子どもを踏み台にして子
ども全体の学力を均しくしていくのではない
かとの白人の親の懸念を考慮して、統合学校
が黒人の子どもの成績にプラスに働くことが
あっても、白人の子どもにマイナスに働くこ
とはないと釈明している。黒人の子どもと白
人の子ども間の学力格差は両者の学習意欲の
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差からももたらされるが、統合学校構想はこ
の意欲格差を人種間の資源交換によって是正
することを目指していた。しかしこれは白人
の親が統合学校に賛成するインセンティブへ
の配慮に欠けていた。さらに学力格差は人種
間格差のみならず家庭の経済的・文化的環境
の差の影響も受けるので、学力格差の是正に
は、人種間の機会不平等の問題だけでなく、
同人種内の各社会階層間の格差の是正も必要
になる。そうすると統合学校化は白人の富裕
層にとって不利に働く恐れがあるので、その
層の中には統合学校に賛同しない者が出てく
る可能性があった。事実、報告後の追跡調査
で、コールマンも統合学校の導入が統合学校
からの離脱を招き、私立の優良校、特に宗派
立の学校に追いやってしまったことを確認し
ている（３）。
２　教育の機会均等理論（４）　

教育の機会の平等の意味は、多様である。
それは教育機会へのアクセスの平等（法的・
制度的な教育へのアクセスの平等や教師の質
や学校施設設備の平等など）を意味している
こともあるが、他方では教育の結果の平等（人
種間の学力の平等や学校の人種統合化など）
を意味する。仮に個人の教育の結果の平等と
みると各生徒にその才能・ニーズに応じて教
育を受けさせて他の生徒と同様の学力等を獲
得させる必要がある。しかし生徒のニーズは
多様であり、その中から教育の観点から重要
なニーズを把握する必要があるが、それを客
観的に測定することは困難だし、また異なる
才能やニーズに応えるためには集団授業だけ
では不十分なため個別的授業が必要になる
が、それに対応できる人的・物的資源は、実
際上調達が困難である。したがって集団につ
いて教育の機会平等化か教育の結果の平等化
を考えるべきである。教育機会の平等を単な
る法的ないし制度的障害がないと把握する
と、教育の機会が価値あるものとならないか
ら、教育の機会は重要な教育効果をもたらす
相当な見込み、ひいては社会政治経済的効果

をもたらす相当な可能性のある機会（相当な
価値ある機会）であるべきである。そしてそ
のような教育の機会が存在しても、その機会
に関する情報が提供されないならば、その機
会は存在しないと同じであるから、その情報
は適切に提供される必要がある。その情報が
提供されても生徒・学生がその情報を慎重に
検討して活用（選択）できる能力がなければ、
その情報提供は活用できないから、その能力
養成も必要である。この情報を活用できるよ
うにするためには、基礎的能力を養成する指
導したうえで、生徒等の選択に基づく進学・
就職指導等が有効であろう。また社会経済的
に恵まれな家庭の子どもや学力の低い子ども
の場合、その境涯が教育の機会の選択の障害
になるから、できるだけその障害（不利な条
件）は政府等の関与により軽減される必要が
ある（５）。

達成すべき教育の結果といっても、その達
成レベルには相当な差があるので全面的な平
等化は困難である。学力は進学・就職に大き
な影響を与えるので相当程度の学力の平等の
達成は重要である。通常学力の判定はテスト
によるが、テストには予測の偏りと基準の偏
りがある。予測の偏りとは、例えば一定の基
準に基づき女性の遂行能力を男性の遂行能力
よりも低く予測する場合である。その外的概
念は、測定しようとする実際の遂行能力（大
学の学業成績など）をテストがいかに予測し
うるかという観点から偏りの問題をとらえ
る。予測の偏りの内的概念は、テスト問題間
の差異による、例えば女性に不利な問題は偏
りがあるとする。しかし個別的な問題に内的
偏りがなくとも、入学試験が全体として女性
に不利であるならば、そのテストは偏りがあ
る。これに対して基準の偏りは、遂行能力の
基準自体が特定集団に対して①基準間②基準
内で偏ってないかの問題である。基準間の偏
りは、テストの成績が他の資格に比べて過度
に強調されるときに生じる。基準内の偏りは、
白人男性と結びついている遂行能力の基準
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が、女性やマイノリティに不利に働く場合で
ある。このような偏りがあるとしても、テス
とを廃止する子ができないから、その偏りを
是正するテストを工夫するしかないであろう

（６）。
教育の機会均等の概念は、功利主義・新自

由主義（リバタリアニズム）・リベラル平等
主義のいずれの立場をとるかによって、その
意味は理論上基本的には異なる。またその概
念は、形式的に解釈されたり、補償論的に解
釈されたり、参加論的に解釈される（７）。

功利主義は最大限の教育結果ひいては経済
効果をもたらすように、教育の機会均等の最
大化めざす。そのためには必要な教育資源を
初等・中等教育に最大限配分する。この最大
化のためには教育に無制限または多大な経費

（学校建築等の学校改善費、教員の賃金の引
き上げ、教育の研究・開発費等）を投入する
必要がある。そうすると実際上投入できる予
算には限度があるから他の必要な公共サービ
スの支出を抑制する必要が出てくる。そして
この最大化の要請は包括的になればなるほ
ど、そこの含まれる財・サービスの数が増大
するから、財政的にそれをまかなうことがで
きなくなり、実際上、要請される財・サービ
スから供給すべき財・サービスを限定して選
択せざるを得ない。しかし最大限配分すべき
だとする立場からすると、優先すべき財・サー
ビスを限定する選択基準を提供することは極
めて困難である。

そこで最大限配分するのではなく、それを
限定して比例的に配分すべきとするのが、比
例論である。比例論は支出を抑制すべく各人
の「潜在能力」に正比例するように教育資源
を配分すべきであると主張する。この比例論
を主張する思われるコールマンによると教育
の機会均等の定義は次のように類型化され
る。①「教育条件の平等」②学校の「人種的
平等」③「カリキュラムなどの無形の特徴の
平等」④学校は、平等な家庭背景（社会経済
的背景）と能力（例えば同一のIQ）を持つ

生徒に対して与える条件の平等を超える「結
果の平等」を達成する責任を持つこと。⑤学
校は、不平等な社会的背景（異なる家庭的背
景）にありながら同じ能力（例えば同じIQ）
を持つ生徒に対しては、一般に与えられる条
件の平等を超えるレベルの「補償教育政策」
により、「結果の平等例えば（同一の成績）」
を達成する責任を持つことの５類型に類型化
する。この立場では、「教育の効果の平等化」
を図る必要があり、さらに必要ならば資源を

「不均等」に配分して、学力の達成水準を生
徒の「能力と努力の結果」に依存するものに
することを目標とする。しかし潜在能力の判
定は困難だし、比例論においてはその比例を
設定する基準が示されていない。

メリットクラシー的功利主義によると、①
教育政策は経済生産性への効果に基づいて評
価されるべきこと②教育機会は経済的価値の
ある技能に基づいて設計されて分配されるべ
きことになる。例えばヘッドスタート（８）
のようなプログラムは、経済的価値ある技能

（メリット）に基づいて機会を分配すること
によって教育の機会の平等を促進するという
理由で正当化される。このようなプログラム
により社会経済的不利な立場にある子どもが
経済的価値のある技能を身に着け、経済的生
産性の最大化が図られる。しかし教育結果の
最大化と経済的生産性の最大化（財の最大化）
が衝突する場合、教育結果の最大化は犠牲に
される。たとえばヘッドスタートプログラム
に向けられている資源を科学技術の領域で才
能にある子どもたちの教育や英才教育に配分
した方が、経済的生産性を一層高める場合、
この教育により多くの資源が配分され、教育
結果の平等が促進されるどころか教育結果の
不平等が促進される。

このように功利主義的観点からは社会経済
的に恵まれない黒人等の教育結果の平等を経
済的観点から推進することもあるが、社会に
おいて支配的な能力主義的配分制度の下で教
育の結果の不平等は、是認されることになる。
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この格差を一定程度是正するためには、補償
論の観点から高等教育の入学において、社会
経済的に恵まれない黒人等を社会経済的に恵
まれた白人より優先して入学させること等が
必要である。このように教育の機会の実質的
平等を拡大しても白人中心主義的社会におい
ては、少数派の黒人等と白人との社会経済的
格差は残るから、その格差をより縮小すべく
雇用における黒人等の優先雇用や選挙におけ
る優遇政策などの教育の機会均等を超えた包
括的な社会的平等を図る社会政策が必要であ
る（９）。

補償論と整合的なものは、リベラル平等主
義である。リベラル平等主義的立場は最も不
利な立場（または不利な立場）にある子ども
たちの生活機会を最も有利な立場にある（ま
たは有利な立場にある）子どもたちの生活機
会までできるだけ引き上げるために最も不利
な立場（または不利な立場）にある子どもた
ちに有利に「教育資源」を分配すべきである
とする。同一の教育サービスを提供した場合、
子どもたちの教育達成は、子どもの「自然的
諸特性の優劣」もしくは「家族環境の良し悪
し」によって決定されてしまうから、不平等
になる。ところがかかる「自然的諸特性」も
しくは「環境」は恣意的なものないし偶然の
産物であるから、公正な教育はこれらの自然
的・環境的要因をできるだけ克服すべきよう
になされるべきであるとする。社会経済的に
恵まれた家庭の子供は、親の所得が多く、文
化レベルも高いので、親の適切な教育を受け
られるし、また無償の公教育制度による教育
サービスよりも質の高い有償の私学教育サー
ビスを享受できるので、それらを享受できな
い社会経済的に恵まれない家庭の子供は教育
上不利な立場に立たされる。このような不利
益を解消するためには不利な立場にある子供
が多く通学している学校に教育環境の実質的
平等化を図るべく教育資源・財源を傾斜的に
配分すべきである。そうしたとしても当該子
供の内面にかかわる学習への効果的な動機づ

けにはあまり影響を与えないから、彼らに対
する教育効果を高めることは余りできない。
なぜなら学習への動機づけは子供の学習権を
担保する親の教育権の適切な行使が必要であ
るが、そのためには親の教育レベル・文化レ
ベルが高いことが要請されるところ、社会経
済的に恵まれない家庭の子どもの親の教育レ
ベル・文化レベルが低いからである。

そうすると真の教育の機会均等のために
は、国家が家庭の子どもの努力への親の悪影
響等を防ぐために家庭に介入せざるを得な
い。家庭に由来する教育の不平等を完全にな
くすためには、国が親から子どもを取り上げ
て子どもを同一の環境である国家の施設で養
育・教育することが考えられる。しかしこれ
は、子どもへの心理的悪影響があるし、家庭
の自律性（親のこどもを教育する自由）を侵
害するほど家庭生活に奥深く介入することに
なり許容されない（10）。そこで貧富の差や
教育環境が異なる家庭を前提にして教育の機
会均等を図らざるを得ない。そうすると家庭
の社会経済的格差を是正して、家庭の教育機
能の一応の平準化を図る必要がある。そのた
めには親の文化レベル等を高める親への社会
教育が必要である。また社会経済的に恵まれ
ない家庭の経済的・文化的貧困等の悪循環を
断ち切るためには大学進学が有効であるか
ら、社会経済的に恵まれない家庭の子供に大
学への優先入学を認める必要がある。

全体の教育的効用の最大化を目指す功利主
義モデルと最も恵まれないものへの最大の分
配をして相対的教育格差の是正を目指すマキ
シミン原則に基づく格差原理モデルとの中間
モデルがローマーの機会均等理論を援用した
教育の機会の平等論（11）である。この教育
の機会の平等論は、不利な「タイプ」（黒人
等の集団）に対して、有利なタイプ（白人等
の集団）と同水準（教育水準）になるように
資源（資金等）を分配するが、各タイプ内の
教育格差を是正する補償はしない。ローマー
的教育の機会の平等政策は自己がコントロー
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ルできない環境の支配を受けないようにする
ことにより、自己の力の範囲内にある努力に
対しては感応的であるようにすることを目指
す。（Roemer2003:261）。しかしこのように「環
境要因」と「努力要因」を区別しても、一定
の社会環境下での個人の努力は環境の影響下
にあるから、実際上両者を明確に区別するこ
とは困難であるので、努力も「広義の環境」
と把握される恐れがある（12）。このような
問題はあるが、教育の機会均等において努力
要因の重要性を指摘したことは評価しうる。

リベラル平等主義は平等の原理を重視する
が、新自由主義的立場は自由の原理を重視す
る。この立場は、各生徒・学生の異なる能力
や選択の自由を評価して、原理的には「自然
の能力（生来的能力）」等に応じて「教育資源」
を配分すべきであるとする。この立場からす
ると相対的に低い生来的学習能力や性向を持
つ子どもには少ない教育資源を与え、高い生
来的学習能力や動機を持つ子どもには最大の
教育資源を与える恐れがある。とはいえそれ
は公平に欠けるから、実際問題としてはこの
基準は厳格には適用されず、相対的に低い生
来的学習能力や性向を持つ子どもに対して少
ない教育資源を与えるべきだと主張せず、優
秀な生徒のために優れた教育（エリート教育）
を用意すべきだと主張する。高い才能は生来
の才能に基づく面もあるが、子どもの努力や
家庭の文化的環境による面もある。また社会
的地位の獲得において評価されるのは生来の
能力ではなくそれに後天的な努力が結合した
仕事遂行能力ないし社会的効用を有する業績
であるから、生来の能力等はより高い教育を
基礎づけるとは必ずしも言えない。しかし実
際上生来的能力と努力に基づく業績等は結合
しているので、それを分けて判断することは
難しいし、加えて達成された高い業績が社会
全体の福祉を増大するから、高い能力等は高
い教育に値する土台をなすとはいえる。そう
であれば実際上は能力に基づいて教育しても
不当とは言えない。

一方、ガットマンは教育成果の平準化とい
う過度な平等化を支持せず、教育機会の平等
は、教育成果の差異を多様性として評価する
民主義社会への参加能力育成に限定した平等
化を主張する。そしてこの平等化が達成され
たら、より高い能力を持つ子どもに対してよ
り多くの教育財を配分することを許容する。
ガットマンの民主主義的教育論の中核的概念
は「意識的社会再生産」（conscious social 
reproduction）であるこの再生産を支えるも
のは、「熟議する能力」と「意思決定の参加
する能力を含む民主主義的諸徳」を重視し、

「非抑圧の原理」と「非被差別の原理」に基
づいた、少数者を含めた市民に対する民主主
義的教育が重要であるとする。多様性のある
教育現場における教育により自己変容した、

「熟議能力」と「他者を尊重する徳」（13）を
有する市民が参加する社会においてはシティ
ズンシップ教育（14）を要請する新しい教育
の機会平等論が展開されるとした。ガットマ
ンの初等教育の分配を規定する原理とは①他
の社会財に対して教育の優先性を決定する権
限を民主主義制度に付与するという原理②子
どもが政治過程に参加するために必要な能力
を奪わない限度で教育財の不平等な分配が正
当化されるという原理である。しかし初等・
中等教育においては、政治的能力の平等な育
成だけでは不十分であり社会生産活動に従事
できる能力の平等な育成も重要であるから、
その点を看過するのは問題である。（15）。

Gordonも民主的教育の重要性を主張した。
彼によると、社会全体のシステムが社会経済
的に恵まれた家庭の子供に有利に機能するの
で、そのシステム自体を変更しなければ、社
会経済的に恵まれた家庭の子供とそうでない
子供の社会的不平等は解消されない。このシ
ステムの変更は「教育の機会の平等」だけで
は足りず、民主的な政治過程による社会的不
平等の是正が必要である。そのためには社会
のメインストリームへの意味ある参加を可能
にする能力を子どもに身に着けさせる必要が
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あるので、民主的教育により基礎的学力（社
会生活にとって必要最低限の共通教養）の達
成をすべての人（重度の精神障碍者を除く）
に保障すべきであるとされた（16）。確かに
この基礎学力は形式的な教育の機会の平等で
は達成できないが、教育の機会の平等を実質
化して基礎的学力を要請する義務教育を高校
レベルまで拡充すれば、一応基礎的学力をほ
ぼすべての人に制度的には保障することがで
きるであろう。

思うに教育の機会の平等は、実際上実現が
困難で問題のある教育の結果の平等ではなく
教育機会の平等と考えるべきであるが、その
教育の機会は、社会的価値のあるものである
べきであるから、重要な教育の結果に対して
相当な見込みのあると考えるべきである。教
育の機会は能力に応じて選択されるから、教
育の機会の平等は、一応、能力主義（17）と
整合的である。しかし個人の生来の能力や社
会的環境の関数である社会的能力（学力・学
習態度等）に差異がある以上、能力主義は看
過しがたい学力の不平等という教育の結果の
不平等をもたらすおそれがある（18）。その
学力の不平等は学歴の序列化ひいては社会階
層の序列化をもたらすおそれがある。そこで
この不平等な結果を是正することが要請され
るが、教育の結果の平等を求めると個人の能
力・努力とそれに基づく業績や社会的効用を
軽視することになる。そこでリベラ平等主義・
正義の観点から少数者の意見を反映する教育
の機会の平等概念の構築が要請される（ラ
ディカル・リベラル理論の立場）。一方、新
自由主義的・市場主義的立場からすると、各
生徒・親の選好が重視されるから、教育の機
会の不平等がもたらされるとも思われるが、
その選好は競争原理を媒介にして帰結的に教
育効率を向上させるから、功利主義義論と結
合して形式的な教育の機会の平等が一応正当
化される。また学校選択の自由の有効な行使
の前提となるテストによる偏差値等の学校に
関する情報の公開は、間接的に閉鎖的な公立

学校にアカンタビリティ（説明責任）を負わ
せることになる。もっとも生徒・親の選好が
偏って学校の人種分離化・序列化・階層化が
生じ、その序列の最下層にある黒人等のマイ
ノリティを構成員とする教育困難校が生じる
と、そこの生徒の教育上の不利益が生ずる。
その場合はその不利益が生じないように白人
の学校選択の自由を一定程度制約するととも
に、黒人等のマイノリティに対する補償的措
置が要請される。この場合、その担い手の中
心が白人男性なので、社会的・経済的・文化
的少数者に対して白人男性の価値基準に基づ
きパターナリズム的になされる。そうすると
その補償は白人男性社会に支配的な文化的観
点からなされる恐れがあり、少数者のアイデ
ンティティを無視する抑圧的なものとなる恐
れがある。したがって補償をする場合、女性
や社会的・経済的・文化的少数者の意思を尊
重して行う必要がある。

この点について女性に対する補償的措置を
とる場合についてみると、補償措置は対象者
である女性の特性等に配慮して行う必要があ
る。男性中心社会において女性に補償論的観
点から特別の奨学金の給与や教師と管理職の
男女比適正化は必要であるが、参加論観点か
ら不十分である。このような平等化の追求は
教育を含む社会の基本構造の設計から女性が
歴史的に排除されてきたことによってもたら
された男女不平等の基本的源泉（ジェンダー・
バイアス）を隠ぺいする可能性があるからで
ある。教育の目的である普遍的で理想的な人
間像は、理性・自律など伝統的な男性的特性
を持つ抽象的な個人である。したがって具体
的なケアと親密な人間的つながりを重視する
女性がその人間像を追求する場合には男性よ
り重い負担が強いられることになる。そこで
この負担を軽減するためには女性的観点を、
カリキュラム・授業・学校の運営組織に反映
させる必要がある。一方学校教育は、生徒に
民主的資質を身に着けさせる責務がある。こ
の場合、ケア教育と民主教育が緊張関係に立
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つように見えるが、教育における男女機会均
等をめざす民主的教育と女性の特性に配慮す
るケア教育とは相互に排除せず、絡み合った
ものになる（19）。

黒人等のマイノリティについてみると、自
分の意思によらずに白人男性に有利な政治経
済制度に組み込まれ、その中で保障的措置を
受け入れるとき、学校で成果を上げるために
は不本意だったとしても、白人を演じて自ら
の文化的アイデンテティを弱体化させ自尊心
を傷つけられるという犠牲を払うことにな
る。したがって、画一的な居育ではなく、黒
人等のマイノリティの特性・ニーズを踏まえ
た教育を行うべきである（20）。

以上を踏まえてグローバル社会化と個人化
が進展する状況において、福祉国家における
公教育の官僚制化・非効率化を是正すべく、
私は生徒・親の選択の自由を重視する新自由
主義的立場に、有用性の原理に立脚する功利
主義・平等原理に立脚する補償主義・参加論
を加味した総合的立場が妥当であると解す
る。新自由主義は個人の自由を最大限尊重し
ようとするから、個人の能力を高く評価する。
そこから能力主義を重視する。そうすると教
育の機会が平等であっても、生来の能力に個
人差がある以上、教育の結果は不平等になる。
この不平等を徹底的に是正するためには遺伝
子の操作等による能力の差異の平等化が必要
だが、それは過剰な国家権力の介入による個
人の尊厳の侵害であり許されない。したがっ
て国家の関与は、家庭の格差など是正するこ
とに限定されることになる。そうすると教育
の機会の平等は能力に応じて格差的に取り扱
うことを許容することになる。そうだとして
もBlackstoneは、公正の観点から能力を発達
させる機会が与えられていることが要求され
るとして、教育の機会均等の先立つ道義的優
先事項として「必要に応じる教育の機会の保
障」を提唱した。その保障とはすべての人が
その能力を発揮できる社会的・経済的・教育
的条件の保障であるとする（21）。この「必

要に応じる教育の機会の保障」は不明確だが、
Greenは次のような必要性原理は、それを明
確するに役立つ。この「必要性原理の第一原
理」は、社会的正義（補償的正義）の観点か
ら、現に乏しい教育結果しか得てない集団を
他の乏しくない教育結果を得ている集団と同
等の教育水準にする必要があるという原理で
ある。「必要性原理の第二原理」は、すべて
の人には能力や社会的有用性とは無関係に必
要な「ミニマムな教育水準」があるという原
理である。この水準を超える教育水準のレベ
ル（例えば高等教育）には能力原理が適用さ
れるとする（22）。このように能力に応じて
格差的に取り扱うことを認めたとしても、「必
要に応じる教育の機会の保障」や「必要性原
理」により「能力原理」を修正すべきである。
また補償措置をとり場合、対象者の自尊心等
を尊重する必要がある。

以上の議論は、健常者とは異なる、生まれ
つき精神的・肉体的にハンディキャップを有
する障害者に対してもあてはまるが、健常者
には認められない特別の教育配慮が要請され
る。全障害児教育法（1975年・1986年［修正］
1990年［個別障害児教育法］）は３歳から12
歳までの障害児の分離教育を違法とした。し
かし全面的な統合教育は実際上困難なので、
最大限適切な統合教育を求めた。これは特殊
学校からコミュニティ・スクールへ移行させ
るメインストーリンミング（一般社会への合
流）を追求するものである。一方、そこでは
能力・特性とか障害の種類・程度別に応じて
処遇する細分化された個別化教育プログラム
が強調された。その適用対象は「才能児」か
ら「重度精神遅滞時」まで拡大された。また
人種統合に逆行して勉強が苦手の白人は、黒
人中心の軽度精神遅滞児学級から逃避して白
人が大半の学習障害児学級に移り、一方、白
人文化が支配的な普通学級で授業妨害をする
黒人は、行動障害児とされ、黒人が多数派の
行動障害児学級に移された。ここにおける人
種差別は、知能テストなどで測定された知能・



225

学力・行動に基づくものであるが、テストが
黒人に不利な偏りなどがある恐れがあるか
ら、合理化できない。このように他方、重度
の障害者は特殊学校等に置かれたままであっ
た。また知的能力が非常に制限された重度障
害者の場合、補償的措置では教育の機会の平
等は充分に達成できないので、参加論の観点
から、コミュニティーへの帰属感を育むケア
を行うべきである。この帰属感の育成が困難
な重度の脳損傷のような極度の障害がある子
どもの場合、学校では対応が困難であるから、
そのような子どものニーズを充足する特殊な
施設が対応すべきである。（23）。思うに特殊
学校・特殊学級における障害者教育は障害者
に劣等のラベルを張り不当な差別をもたらす
危険があるから、できるだけ隔離せずに統合
教育を行うべきである。一方、統合化を進め
たとしても、能力主義・適応主義・発達補償
の観点から、能力・適性別の学級編成は必要
であるが、参加論の観点からできるだけ学校
においてケアリングを行う必要がある。

二　日本における教育の機会均等（24）
日本国憲法ではアメリカ憲法と異なり、憲

法26条が能力に応じた教育の機会均等を保障
する。教育を受ける権利（学習権）は生存権

（憲法25条）の文化面での具体化であり、社
会権であるがその前提として自由権としての
学習権を保障している。この自由権としての
学習権を文化的・経済的に担保するのが社会
権としての学習権である。近代的教育の自由
と両立する教育の形式的機会均等は教育を受
けるチャンスの平等であるが、現代的な教育
の機会均等は、教育の実質的機会均等である。
近代的な教育の形式的機会均等は、社会経済
的に恵まれない者に対して、実質的には教育
の平等を保障しない。そこで実質的に教育を
受ける機会を均等化するためには授業料の無
償化や奨学金制度の創設（改正教育法４条３
項）が要請される。憲法26条２項は普通教育
を行う義務教育（25） の無償制を規定する。

かつては親に子どもを就学させる義務を課し
たから、無償にしたと解されたが、学習権を
効果的なものにするために無償とされたと解
すべきである。この無償の範囲について判例
はこの無償制を授業料の無償に限定するが、
それでは事実上高校が義務教育になっている
現状（26） では、不十分である。そこで立法
により公立高校の所得制限付き授業料の無償
化が実現している。両親の一方が働いている
場合は約910万円以下、両方働いている場合
は1030万円未満である。私立高校の場合はそ
の授業料は公立高校の授業料より高いので、
その差額分は自己負担になる。もっとも東京
都の場合、条例により私立高校も実質的に自
己負担がなくなった。大学でも、2020年４月
から低所得者（非課税世帯）向けに高等教育
の無償化が始まった。もっとも私大生は国立
大学の授業料との差額を負担する。このよう
に授業料の無償制は拡充されてきているが、
授業料以外にも就学費がかかるから、学習権
の実質化の観点から、修学費必需費を無償に
すべきである。憲法26条を受けて教育基本法
３条１項は経済的地位による差別を禁止し、
同上２項は国・地方公共団体の経済的理由に
よる就学困難者に対する奨学義務を規定して
いる。独立行政法人である日本学生支援機構
が学生に奨学金を交付するが、その場合、無
利子のもの以外に有利子のものがあり、その
支援は極めて不十分である。そのため奨学金
の返済ができないためにその返済を求める訴
訟が起こされ、返済の連帯保証をした親戚の
者まで奨学金の返済を求められる事例が生じ
ている。そこで住民税非課税世帯などを対象
にする給付制の奨学金制度が創設されたが、
これでは不十分であるから、その範囲を拡大
する必要があり、2024年度から中間層（世帯
年収600万程度を想定）の理工系や多子世帯
の学生に拡大される。授業料以外に就学困難
と認められる学齢児童等の保護者に対して就
学援助金を給付する就学援助制度（学校教育
法19条）がある。このように一応実質的教育
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の機会平等が図れているが極めて不十分であ
る。一方、所得が高く、文化的環境がいい家
庭の子どもは、学習意欲が高く、幼少期から
学校外の塾等の民間の教育機関に通い、一方
所得が低い家庭の子どもは塾等に行けず、両
者の学力差が生じるため、後者はレベルの高
い高校・大学に入学できない可能性が高い。
この格差を是正するために個々の家庭の文化
や生活様式まで立ち入るのは家庭の自律性を
侵害するから、認められないが、所得が低い
家庭の子どものレベルの高い高校・大学への
優先入学を認めるべきである。もっともその
場合、合格者の一定割合を所得が低い家庭の
子どもに割り当てると、逆に所得が高い家庭
の子どもの教育機会の不平等をもたらすか
ら、不平等性の強い割当制は認められず、所
得が低い家庭の子どもの試験の点数に一定の
点数を上乗せする程度にとどめるべきであ
る。

憲法26条２項は、能力に応じた教育機会の
均等を求め、それを受けた改正教育基本法２
項は、障害者の障害の状態に応じ、十分な教
育を受けられるよう国等が教育上必要な措置
を講じなければならない規定している。これ
らは、能力原理に基づく障害に不利な措置を
認めたものではなく、発達に必要に応じた措
置をとることを要請したものであり、健常者
より能力の低い障害者には補償論の観点から
障害者の不利益を是正することが求められて
いると解すべきである。その場合、障害の程
度に応じて障害者のニーズに沿ったきめ細や
かな補償措置をとるべきである。特別支援教
育が従来の特殊教育対象児群に加えて新たな
対象としてLD（学習障害）、ADHD（注意欠
陥・多動性障害）などの知的の遅れのない発
達障害の子どもへの支援をするのは、この観
点から一応評価しうる。しかし普通学級にお
ける、学力上・行動上問題にある子どもを発
達障害害児として特別支援教育の対象とする
ことは、その子どもに劣等のラベルを張る恐
れがあるから、慎重であるべきである。また

その対象とされる場合、保護者の意見（同意）
を踏まえて担当者・心理療法士・作業療法士
などの専門家が総合的判断するが、子供の意
見を聞かないのは、参加論の観点からすると
問題である。また特別支援教育は普通学校と
特別支援学校との連携・協力を施策化してい
て、前者から後者へのメインストリーミング
の可能性を想定している認定就学者制度があ
るが、普通学校に就学できる要件は①重度障
害の重複がないこと②対人関係上・安全管理
上問題がないこと③受け入れ環境が整ってい
ることなど厳格で、そのよう要件の充足は容
易でない。インクルーシブ教育にも例外があ
るが、できるだけその例外は必要最小限度に
とどめるべきであるからその要件は緩和化す
る必要がある（27）。

在日外国人の子どもは、国民でないため義
務教育の対象外とされ、制度的に教育の機会
均等が保障されていない。とはいえ権利とし
てではなないが、恩恵的に義務教育段階の公
立学校で無償の教育を受けられる。しかし在
日朝鮮人でない在日ブラジル人の子どのよう
な外国人の子どもはほとんどの場合、日本語
が話せないため、日本語指導が必要であり、
事実上の教育機会の実質化として取り出し授
業の形態で不十分ながら日本語指導がなされ
ている。しかしこの指導では十分な教育成果
が出ないので、ポルトガル語等の外国語（母
語）の指導や母語による教育を実施する必要
がある。これは教育効率も良いし、子どもの
アイデンテティの保持にも有用である群馬県
太田市では。日本の教員免許のないバイリン
ガルのブラジル人教師を雇って、日本人教師
との組み合わせの形態で母語による教育がな
されているが、これを全国に展開する必要が
ある。これらの子どもは、通常の日本式の高
校入試では、日本人と比べて不利なので、多
くの都道府県で外国人生徒を対象にした特別
選抜や一般選抜の中で試験時間延長や漢字に
ルビを付すなどの特別措置が実施されてい
る。最近では日本生まれ日本育ちの外国人の
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子どもが増えてきたので、外国人集住地では
学校での指導も日本語指導から次第に学力指
導へ重点が移行する傾向が現れてきた。これ
も全国展開が求められる。また日本の学校文
化は一斉共同体主義的であり、外国人の子ど
もに対して同化圧力として作用しがちである
から、学校秩序維持のため最低限度のルール
を守らせることは必要だが、外国人の子ども
の自尊心・アイデンテティを尊重して多様な
価値観に基づく日本人とは異なる行動に対し
て寛容な学校運営を行うべきである（28）。

近年の急激な技術革新・市場の変化や高齢
化社会等により恒常的なスキルアップや知識
のアップデートが必要となった現代社会にお
いては、卒業後の生活・職業環境の差異によ
り学校教育の成果が減殺されるので生涯学習
が要請されるが、ここにおいては生徒・学生
の教育の機会均等ではなく社会人の教育の機
会均等が問題になる。生涯教育（リカレント
教育）において、大学進学できなかった社会
経済的に恵まれない社会人は社会経済的に恵
まれて生涯教育の成果を受けやすい社会人に
比べると実質的に教育の機会は不均等である
から、積極的な教育格差是正措置（奨学金や
有休教育休暇など）が必要である。また経済
的理由等により大学に進学できなかった高学
歴でない中高年層に対しても、生涯教育は、
そのような層の機会均等に貢献する（29）。

三　学校選択の自由と教育の機会均等（30）�
学校選択の自由についてアメリカにおいて

は、道徳的保守主義者は、公立学校の画一的
義務教育自体を非難しないが、公立学校の画
一的教育が、自分たちが道徳的に最善と考え
る生活形態を促進しない場合に、その誤った
教化を非難するために親の自律権としての学
校選択の自由を主張する。そして学校選択は、
子どもたちに正しい信念や気質を育み、子ど
もたちを堕落させるような現代社会の悪影響
を受けないのに役立つとする。一方リバタリ
アンは、公立学校の画一的義務教育自体を非

難し、親の選好に基づく選択の自由自体を重
視する。選択の論拠として、自然権的な親の
自律権又は市場機能による選択の総和が最善
の全体的教育効果（学業成績の向上等）を挙
げ得る。その他の択の論拠としてはコミュタ
リアニズムとプラグマティズムがある。コ
ミュタリアニズムの立場は、時の権力が適切
とみなす知識・技能・価値を全生徒に画一的
に教え込むことは、多様な生徒（特にマイノ
リティの生徒）に対する対応として誤ってい
て道徳的観点から反対すべきだとする。この
立場からすると学校選択の自由は、特に多様
な集団（特にマノリティ）独自の学校コミュ
ニティの構築・発展のため仕組みとして認め
られなければならないである。これらに比べ
てプラグマティズムの立場は、コミュニティ
を超えて共有される民主的理想を積極的に推
進する必要性を認め、現在の学校を改革しよ
うとするが、公教育は、従来の現行制度の改
革で大きく改善されるとは考えていない。公
立学校制度は揺さぶられる必要があり、その
ための手段として学校選択を位置付けている
のである。この観点から学校選択の自由は教
育機会の平等という基本原理に基づいて設定
された枠内でのみ制限的に認められるとす
る。その具体的原理は①財源の平等化②無償
の交通手段③リセグリゲーションの禁止④開
放制入学である（31）。

公立学校は余りに標準化・硬直化されて多
様な子どもの才能の差異や興味関心の違いや
文化・価値の多様性に対しての応答性を欠い
ているし、効率的でないから、親の自律権と
市場機能による教育の効率性の向上を根拠に
して学校選択の自由を根拠づけるのが妥当で
あろう。もっとも学校選択の自由を教育の機
会の平等により制限すべき場合がある。以下
においては日本における「学校選択の自由」
と「教育の機会均等」との関係を検討する。

子どもの学習権（憲法26条）を充足すべく
親の教育権（教育の自由）（32）が認められる。
したがって親の教育権は憲法26条で保障され
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る。この教育権は親の親権の一部であり、子
どもの利益（人格の完成等）のために行使す
べきであり、権利性より義務性が優先される
権利である。学校選択の自由はこれらの権利
に基づく。子どもが学校選択を適正に行使で
きないときは親が子どもを代位して学校の選
択を行う。

通学区制は最近緩和されているが、通学区
制により、入学が不可能または困難になる場
合、学校選択の自由と教育の機会均等との関
係が問題になる。私立学校の場合、自由に学
校を選択できるが、公立学校、特に義務教育
段階の公立学校においては、通例、居住地域
ごとの通学区制があり、学校選択の自由を制
限しているので、その通学区制の合憲性が問
題になる。この通学区制の目的は子供が機会
均等の教育を受ける権利の保障にあると解さ
れる。この権利を保障するため国は教育条件
整備義務を負っているが（教育基本法10条２
項）、この義の一環として市町村には小中学
校の設置義務が課され（学校教育法29条・40
条）、公立の小・中学校が地域の子どもの学
習権を均等な条件で保障すべく市町村教育委
員会は市町村の設置する小・中学校が２校以
上ある場合、就学予定者の就学すべき小・中
学校を指定しなければならない（学校教育法
施行令５条２項）。その際、市町村教育委員
会はあらかじめ学校ごとに通学区域を設定
し、これに基づいて就学すべき学校を指定す
ることになる。この通学区域制は、①過大学
級の防止②子どもの通学条件確保③居住地域
での学校生活を通じての子どもの人間的成長
の確保等を理由として設定されている（33）。

判例は学校間格差の是正を目的とする高校
の合同選抜制度が学校選択の自由を侵害する
か争われた事案において、裁判所は、「公立
学校間における学校選択の自由が憲法上保障
された権利であるとしても、公立学校の本来
の設立目的や性質（教育の機会均等の実現）
からして、そこに学校選択の自由がある程度
の制約を受けることを承認されなければなら

ない」と判示した（34）。高校の合同選抜制
度の場合、学校選択の自由を大幅に制限する
ものでないから、合憲の制度といえよう。こ
れに対して高校の小学区制は選択の自由を否
定するものであるから、違憲と解すべきであ
る。小学校の小学区制について「過大な学級
を防ぎ教育の機会均等を実現するための必須
の方途であるとともに、居住地域での学校生
活による人間的成長を期す趣旨である」とし
て小学区制を肯定的に評価する論者もいる

（35）。過大な学級を防ぐ方途なら、学級定員
を少なくすればよいし、また居住地域が良好
ならば、居住地域での学校生活による人間的
成長を期すことができるとしても居住地域が
悪ければそうはいえない。一概には言えない
が、小学生の無理のない通学圏であれば、交
通機関の発達を踏まえれば、親・子どもの学
校選択の自由を尊重して違憲と解すべきであ
る。中学生の場合、小学生より行動範囲が広
いから、高校生に準じて小学区制は違憲とす
べきである。確かに普通教育を行う公立小・
中学校においては、すべての子どもに人格（市
民性）形成に必要な教育を施すべきであるが、
それは子どもの能力の差異を無視して画一的
な教育をすべきではない。普通教育を行う公
立小・中学校においても子どもの発達状態の
相違に応じて異なる教育を施すべきである。
障害児や能力の高いものには普通の健常者と
は異なる教育をすべきである。障害者の場合、
健常者の場合より学習困難性があるからより
手厚い教育的配慮が要請される。その際重度
の障害者は格別、差別をまねく恐れのある分
離教育は避け、統合教育をすべきである。一
方能力の高い子どもに対してはその教育ニー
ズに応えるレベルの高い授業を行うべきであ
る。この場合も差別意識を生む恐れのある分
離教育ではなく、統合教育をすべきであるが、
子どもの学力・適性に応じた小グループの習
熟別授業の形態をとるべきである。

もっとも学校選択の自由を認めると、他の
学校との競争にさらされ、学校側は生徒を獲
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得するために、生徒に魅力的な特色のある学
校の多様化を進める面があるが、大学進学を
目指す場合、偏差値により選別される一元的
な学校の序列化が生じる。そうすると同質性
の生徒が集まる学校が階層的に形成される。
やはり一定の多様性のある生徒同士の交流に
よる教育効果を考えると、このような状態は
好ましくない。そこでこのような序列化や選
択に基づく甚だしい過密校や過小校における
教育条件の低下等の弊害を回避するため一定
程度学校選択の自由を制約する中学区制を導
入すべきである。困難な面があるが、できれ
ば私立を含めた中学区制が妥当であろう。

結び（36）
子どもの学習権（教育を受ける権利）を充

足するためには教育の自由・学習の自由を保
障するだけでは足りず、教育の機会均等を図
る必要がある。そうすると教育サービスは、
教育の機会均等を図るよう配分する必要があ
る。教育の機会均等に関する功利主義的な最
大化解釈は、政府による教育サービスの配分
が教育効率の最大化を図るようにすることを
求める。平等主義的な自由主義的解釈も功利
主義的解釈と同様に政府による教育サービス
の配分を求めるが、社会経済的に恵まれない
子どもに配慮して教育サービスの配分におけ
る平等の実現を図るために道徳的に是認され
ない能力や家庭の社会経済的地位の差のよう
な恣意的要因によって生じる悪影響を避ける
ため教育効率の最大化を犠牲にすることを許
容するし、また市場の働きを通しての教育
サービスの配分も抑制すべきとする。しかし
この対応は生徒・親の学校選択の自由を制約
して教育格差の是正を図ろうとするものであ
り、社会経済的に恵まれない子ども・親の意
見を尊重しないパターナリステックで抑圧的
なものである。またこのような配分は多数派
や支配層の価値観や利害関係を反映している
配分システムによるから、社会経済的に恵ま
れない子どもの不利益は余り排除できない。

さらに格差是正の観点から、競争や卓越性が
軽視され、教育水準が低下する恐れがある。
そのうえ教育内容の均等をも図ろうとする
と、教育の画一化をもたらし、多様な子供の
学習権を充足できない。そこで教育の機会の
新自由主義的解釈（リバタリアニズム的解釈）
は、教育サービスを個人の自発性（選択）に
よらずに配分することに反対する。子ども・
親による教育サービスの選択を重視すると個
人の能力や家庭の社会経済的地位の相違によ
り、結果的に教育の格差ひいては社会経済的
格差が生じてしまう。そうすると個人の能力
や家庭の社会経済的地位の相違により、結果
的に教育の格差ひいては社会経済的格差が生
じてしまう。この格差は能力に応じた教育
サービスの配分をする以上生じることは認め
ざるを得ない。しかしその著しい格差は社会
的公正の観点から認めることはできないの
で、その是正をするためには政府が積極的報
償的教育サービスを提供する必要がある。

思うに、多様な価値観を持つ個人の学校選
択の自由は、個人の自己決定であり、それは
教育の機会均等とともに最大限尊重されるべ
きである。また経済のグローバル化に対応で
きる人材の育成が要請されるから、ワールド
クラスの高い教育水準の確保から高い能力を
持つ子どもにはエリート教育を施すべきであ
る。他方競争のスタートラインにおいて不利
な立場にある子どもにはその不利な状態を是
正するに必要な補償的措置である優先入学や
障害者教育を施すべきである。

日本においては、以前は生徒の個性は学校
の集団主義的教育のため軽視されたが、最近
は子どもの能力の差に注目した、大学・大学
院における飛び級・能力別学校や学級におけ
る習熟別教育（37）がなされ、アメリカにお
ける競争的アプローチを導入しているから、
アメリカの機会の均等に関する議論は、日本
の教育に機会均等を考察する場合に参考にな
る。もっともアメリカの場合、合衆国憲法に
社会権である教育を受ける権利が規定されて
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いないから、形式的教育の機会均等の拡大解
釈や格差是正の補償論等が展開される。日本
の場合、社会権である教育を受ける権利（日
本国憲法26条）の要素として教育の機会均等
が規定されているから、形式的教育の機会均
等の解釈の拡大せずに、それを実質的機会平
等の問題として処理できるし、格差是正の補
償論も実質的機会平等の拡張として議論でき
る。日本の学校は今でも集団主義的傾向と学
校又は教員の生徒へのパターナリズム的対応
が強いから、生徒の自発性・能力を尊重する
形式的な機会均等の理念はアメリカより尊重
されるべきである。とはいえそうすると教育
格差が生じるから、その格差是正は実質的機
会の平等の観点からなされるべきである。そ
の際対象者の自尊心・アイデンでティを尊重
すべきである。
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